
 

 東京とどまるマンション情報登録・閲覧制度実施基準 

 

（目的） 

第１条 この基準は、東京とどまるマンション情報登録・閲覧制度基本方針（以下「基本方針」

という。）に基づき、適合する共同住宅の情報の登録・閲覧制度を円滑に実施するために必要

な事項を定めることを目的とする。 

 

（用語の定義）  

第２条 この基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。 

一 東京とどまるマンション 

 防災マニュアルを策定し運用することや、停電時でも水の供給やエレベーターの運転に必

要な最小限の電源を確保することなどにより、災害時でも都民が自宅での生活継続をしやす

くする共同住宅として、第７条の規定により登録されたもの 

二 住宅所有者 

 分譲マンションの管理組合、新規に建設する共同住宅の建築主又は賃貸マンションの所有

者 

三 主要機器の耐震補強 

  次のアからウまでに掲げる対策のいずれにも適合する耐震補強をいう。   

ア 建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号）第 129条の４第３項第３号から第６号まで 

に規定する対策   

イ 建築基準法施行令第 129条の７第５号に規定する対策  

ウ 建築基準法施行令第 129条の８第１項に規定する対策  

四 戸開走行保護装置  

建築基準法施行令第 129条の 10第３項第１号に規定する装置をいう。  

五 地震時管制運転装置  

建築基準法施行令第 129条の 10第３項第２号に規定する装置をいう。  

六 リスタート運転機能  

地震時管制運転により最寄り階へ着床する前に何らかの要因で安全装置が作動し、エレ 

ベーターが停止しても、その後、安全装置が正規の状態に復帰した場合に、かごを最寄り 

階に着床させて戸を開くことにより、閉じ込めを解消する機能をいう。  

七 自動診断・仮復旧運転機能  

地震時管制運転により、かごを最寄り階へ着床させ、運転を停止した後に、エレベータ 

ー機器の破損等の危険性を機械的に診断し、仮復旧させる機能をいう。  

 

（情報の登録） 

第３条 住宅所有者は、当該住宅を構成する建築物ごとに、東京都住宅政策本部長（以下「本部

長」という。）の登録を受けることができる。 

 

（登録の対象建築物） 

第４条 登録対象建築物は、建築物の耐震性について、次の各号のいずれかに該当するものとす

る。 

 一 昭和 56年６月１日以降に建築確認を受けているもの 



 

二 前号以外の建築物で、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第 123号）に

基づく耐震診断又は耐震改修により、耐震基準への適合が確認されたもの 

 

（登録基準） 

第５条 東京とどまるマンションは、次項又は第３項の登録基準を満たすものとする。 

２ 災害時の居住者の対応に資する防災活動の登録基準は、次の各号に掲げるものとする。 

 一 防災マニュアルを策定していること。 

 二 前号に定める防災マニュアルに基づき、次のいずれかの措置が講じられていること。 

  ア 共同住宅内の防災訓練を年１回以上実施していること。 

  イ 安否確認方法の構築により、共同住宅内における災害時の連絡体制を整備していること。 

３ 停電時における水の供給やエレベーターの運転に資する設備（非常用電源）等の登録基準は、

次の各号に掲げるものとする。 

一 各住戸への水の供給及び１基以上のエレベーターの運転を同時若しくは交互に行える電

力の供給能力があり、災害時に住宅敷地外からの電力供給が途絶した場合でも、電力供給可

能な設備が設置されていること。ただし、水の供給方法が直圧直結方式であることにより、

各住戸への水の供給に電力を必要としないときは、１基以上のエレベーターの運転を行える

電力の供給能力があり、災害時に住宅敷地外からの電力供給が途絶した場合でも、電力供給

可能な設備が設置されていること。 

二 住宅所有者が、第一号に掲げる設備の設置・管理を委託する場合、受託者の業務や納税等

の状況、委託終了後の住宅の管理等を考慮の上、契約を締結すること。  

三 住宅所有者は、第一号に掲げる設備も含めて、住宅の電源確保のため、電気室等への浸水

対策に努めること。 

 

（表示基準） 

第５条の２ 東京とどまるマンションの表示基準は次項から第６項までに定めるものとする。 

２ 災害時の居住者の対応に資する防災活動の表示基準は、前条第２項各号に掲げるものとする。 

３ 停電時における水の供給やエレベーターの運転に資する設備（非常用電源）等の表示基準は、

前条第３項各号に掲げるものとする。 

４ エレベーターの閉じ込め防止対策の表示基準は、次の各号に掲げるものとする。 

一 主要機器の耐震補強が講じられていること及び戸開走行保護装置、地震時管制運転装置が

設置されていること。 

二 リスタート運転機能があること。 

５ エレベーターの早期復旧対策の表示基準は、次の各号に掲げるものとする。 

一 前項第一号に適合していること。 

二  自動診断・仮復旧運転機能があること。 

６ 防災備蓄資器材の確保の表示基準は、次の各号に掲げるものとする。 

一 備蓄倉庫（スペース）が設置されており、その位置及び使用方法が防災マニュアルに記載 

されていること。 

二 防災備蓄資器材であって別表第１に掲げるもののうち、防災マニュアルに基づく防災活動

の実施に必要とされるものが、当該マニュアルの内容に即して保管されていること。 

 

 



 

（登録の申請） 

第６条 第３条の登録を受けようとする住宅所有者は、次に掲げる事項を記載した東京とどまる

マンション情報登録申請書（別記様式第１号）に別に定める書類を添えて本部長に提出しなけ

ればならない。 

一 申請者（住宅所有者）及び連絡先に関する事項 

二 住宅の概要 

三 第５条に掲げる登録基準及び第５条の２に掲げる表示基準に関する事項 

四 その他必要な事項 

２ 住宅所有者は、登録前に申請を取り下げる場合においては、書面によりその旨を届け出るも

のとする。 

３ 新規に建設する共同住宅の登録の申請時において、申請に係る第５条第２項各号の措置を実

施していない住宅の住宅所有者は、当該措置を実施したときは、遅滞なく書面によりその旨を

届け出るものとする。 

４ 登録の申請時において、申請に係る第５条第３項第一号の設備が設置されていない住宅の住

宅所有者は、当該設備を設置したときは、稼働確認の上遅滞なく書面によりその旨を届け出る

ものとする。 

 

（登録の実施） 

第７条 本部長は、前条による登録の申請があった場合において、当該申請内容が、第５条に掲

げる登録基準に適合している（前条第３項及び第４項に該当するものを含む。）と認めるとき

は、次に掲げる事項を東京とどまるマンション情報登録簿（以下「登録簿」という。）に登録す

る。 

一 前条第１項に掲げる事項（申請書において非公開とする情報を除く。） 

二 登録年月日及び登録番号 

三 第５条の２に掲げる表示基準の適合状況に応じた星の数及び記号 

２ 前項第３号の星は、第５条の２に掲げる表示基準の適合状況に応じて取得することができ、

その数及び記号は、別表第２に定めるところによる。 

３ 登録簿への登録は、電子計算機に備えたファイル又は磁気ディスクへの記録をもって代える

こととする。 

４ 第１項の登録をしたときは、住宅所有者に対して別記様式第２号により通知する。 

 

（変更の登録） 

第８条 第３条の登録を受けた住宅所有者は、第６条第１項各号に掲げる事項に変更があったと

き、又は同条に規定する提出書類の内容に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第３号に

より本部長に変更の登録を申請しなければならない。 

２ 前条の規定は、前項の規定による申請があった場合に準用する。 

 

（登録の有効期間） 

第９条 東京とどまるマンションの登録有効期間は、第７条第１項に規定する登録（前条の変更

の登録を除く。）を行った日から５年間とする。 

 

 



 

（更新の登録） 

第 10 条 登録の更新を受けようとする住宅所有者は、別記様式第４号により、原則として、登

録の有効期間が満了する日の半年前から１ヶ月前までの間に、本部長に更新の申請を行わなけ

ればならない。 

２ 第７条の規定は、前項の規定による申請があった場合に準用する。 

 

（登録の取消し） 

第 11 条 本部長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第３条の登録を取り消すことがで

きる。 

一 第５条の登録基準を満たさないことが判明したとき。 

二 第６条第１項、第８条第１項及び第 10 条第１項に規定する申請の内容が事実と異なるこ

とが判明した場合においてなお第８条第１項に規定する変更の申請がなされないとき。 

三 第 17条に規定する報告及び立入調査に正当な理由なく応じないとき。 

２ 前項の規定により登録を取り消したときは、住宅所有者に対し、別記様式第５号により通知

する。 

 

（登録の消除） 

第 12条 本部長は、次の各号のいずれかに該当するときは、住宅情報の登録を消除する。 

一 住宅所有者から登録の消除の申請（別記様式第６号）があったとき。 

二 前条の規定により登録が取り消されたとき。 

三 登録有効期間が満了したとき 

四 登録された住宅が消失したとき。 

 

（登録簿の閲覧） 

第 13条 登録簿は、一般の閲覧に供するものとする。 

 

（閲覧に供する方法） 

第 14条 前条の規定による閲覧に供する方法は、東京都ホームページに掲載する方法とする。 

 

（表示方法） 

第 15 条 第３条の登録を受けた住宅所有者又は登録を受けた住宅の区分所有者は、登録を受け

た住宅であることについて表示する場合は、次の各号に掲げる表示方法で行うものとする。 

一 第３条の登録を受けた住宅であることを「東京とどまるマンション」と表記し、続けて、

登録簿に登録された星の数に応じた数の星の記号を併記して記載すること。 

二 この実施基準に基づき登録されたものであることを記載すること。 

三 第６条第３項又は同条第４項の規定に基づく申請に対する登録の場合には、計画段階の登

録であることを記載すること。 

２ 前項以外の者が、登録を受けた住宅であることについて、東京とどまるマンション情報登録・

閲覧制度の普及宣伝のためなどに表示する場合は、「東京とどまるマンション」と表記するこ

と。 

３ 前２項の表示をする場合に、別に定める登録マークを利用することができる。 

４ 前項の登録マークの利用に際しては、東京とどまるマンション登録マーク取扱要領（令和６



 

年８月 29 日付６住民マ第 422 号）の規定に従い、都の許諾を得なければならない。なお、東

京とどまるマンション登録マーク取扱要領に定める利用内容に該当しないものの取扱いにつ

いては、東京都著作権取扱要綱（平成 10年７月 10日付 10財管総第 50号）に従う。 

 

（維持管理等） 

第 16 条 第３条の登録を受けた住宅所有者は、登録を受けた建築物の設備の維持管理又は防災

活動の継続に努めなければならない。 

２ 第５条第２項の登録基準により第３条の登録を受けた住宅所有者のうち、同項第二号アの措

置を講じているものは、１年ごとにその措置の状況について、以下のいずれかの方法で本部長

に報告しなければならない。 

一 別に定める報告書の提出 

二 東京とどまるマンション普及促進事業に申請を行った当該年度内においては、東京とどま

るマンション普及促進事業補助金交付要綱に定める防災訓練報告書の提出 

三 別に定める報告方法 

３ 本部長は、第３条の登録を受けた住宅所有者に対して、登録を受けた建築物の設備の維持管

理又は防災活動の状況について報告を求めることができる。 

 

（報告及び調査） 

第 17 条 本部長は、必要があると認めるときは、第３条の登録を受けた住宅所有者に対して書

類による報告を求め、又は立入調査を行うことができる。 

 

（その他 ） 

第 18条 この基準の実施に関する必要な事項は、 本部長が別に定める。 

 

附 則 

この基準は、平成 24年４月 20日から施行する。 

 

附 則（平成 25年５月 10日 25都市住政第 109号） 

この基準は、平成 25年５月 10日から施行する。 

 

附 則（平成 31年３月 11日 30都市住政第 998号） 

この基準は、平成 31年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和２年６月 25日 ２住住企第 141号） 

（施行期日） 

１ この基準（以下「新基準」という。）は、令和２年９月１日（以下「施行日」という。）から

施行する。 

（経過措置） 

２ 新基準の施行の際、施行日前の東京都ＬＣＰ住宅情報登録・閲覧制度実施基準の規定により

既に登録を受けている建築物については、その登録有効期間に限り、新基準の相当規定により

登録を受けたものとみなす。この場合において、新基準第７条第１項第三号の事項の登録に係

る同項の規定の適用については、旧基準の規定によりなされた登録内容による。 



 

附 則（令和３年３月２日 ２住住企第 522号） 

この基準は、令和３年３月 22日から施行する。 

 

附 則（令和４年３月 31日 ３住住企第 694号） 

この基準は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和５年３月 28日 ４住住企第 692号） 

（施行期日） 

１ この基準（以下「新基準」という。）は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から

施行する。 

（経過措置） 

２ 新基準の施行の際、施行日前の東京都ＬＣＰ住宅情報登録・閲覧制度実施基準(以下「旧基

準」という。)の規定により現に行われている申請その他の手続については、新基準の規定に

よる申請その他の手続とみなす。 

３ 新基準の施行の際、旧基準の規定により既に登録を受けている建築物については、その登録

有効期間に限り、新基準の相当規定により登録を受けたものとみなす。また、施行日から一年

をこえない範囲内においては、旧基準の規定を適用して申請その他の手続をすることができる

こととする。 

 

   附 則（令和５年 11月２日  ５住民マ第 301号） 

 この基準は、令和５年 11月 14日から施行する。 

 

   附 則（令和６年９月４日  ６住民マ第 423号） 

 この基準は、令和６年９月 13日から施行する。 

 

   附 則（令和７年５月６日  ７住民マ第 131号） 

 この基準は、令和７年５月 14日から施行する。 

 

附 則（令和８年６月５日  ８住民マ第 178号） 

１ この基準（以下「新基準」という。）は、令和８年６月５日（以下「施行日」という。）から

施行する。 

２ 施行日において、現に行われている申請その他の手続については、必要な補正が行われたも

のについては、新基準の規定による申請その他の手続とみなす。 

３ 前２項の規定にかかわらず、令和８年 12 月５日までは、住宅所有者は、改正前の基準によ

る登録の申請を行うことができる。この場合の登録は、改正前の基準に基づき行うものとする。 

４ 施行日において既に登録を受けている建築物については、その登録の有効期間が満了するま

での間、新基準に適合することを要しないものとし、当該登録は従前の登録内容により有効に

存続するものとする。 

５ 前項の規定にかかわらず、新基準の適用を希望する住宅所有者は、登録の有効期間内であっ

ても、第 10条第１項の規定による更新の申請を行うことができる。 

６ 新基準第７条第２項の規定の適用については、当分の間、同項中「別表第２」とあるのは「附

則別表」とする。 



 

附則別表 

適合状況 星の数 記号 

１ 第５条の２第２項に規定する表示基準に適合（防災活動）又は 

同条第３項に規定する表示基準に適合（非常用電源） 
１ ☆ 

２ １のうち防災活動の表示基準に適合し、かつ、第５条の２第３項 

から第６項までに規定する表示基準のうちいずれか一つに適合 
２ ☆☆ 

３ １のうち防災活動の表示基準に適合し、かつ、第５条の２第３項 

から第６項までに規定する表示基準のうちいずれか二つに適合 
３ ☆☆☆ 

４ １のうち防災活動の表示基準に適合し、かつ、第５条の２第３項 

から第６項までに規定する表示基準のうちいずれか三つに適合 
４ ☆☆☆☆ 

５ １のうち防災活動の表示基準に適合し、かつ、第５条の２第３項 

から第６項までに規定する表示基準の全てに適合 
５ ☆☆☆☆☆ 

 

別表第１（第５条の２関係） 

分類 防災備蓄資器材 

初期消火に使

用する資器材 
スタンドタイプ、可搬式消化ポンプ 

救出・救護に使

用する資器材 

階段避難車、救急セット、担架、リヤカー、はしご、工具、ロープ類、

AED、毛布、ヘルメット、懐中電灯、仮設テント 

情報連絡に使

用する資器材 
トランシーバー、メガホン、ラジオ 

生活継続に使

用する資器材 

簡易トイレ・携帯トイレ、マンホールトイレの上部構造物（便器・テン

ト）、エレベーター用防災キャビネット、給水タンク、炊き出し器、発電

機、蓄電池、投光器、カセットボンベ（発電機用）、太陽光パネル（蓄電池

用）、養生シート、安否確認マグネット 

※設置工事を伴う措置型の発電機、蓄電池、太陽光パネルは除く。 

 

別表第２（第７条関係） 

適合状況 星の数 記号 

１ 第５条の２第２項に規定する表示基準に適合（防災活動）   １ ☆ 

２ １に該当し、かつ、第５条の２第３項から第６項までに規定する 

表示基準のうちいずれか一つに適合 
２ ☆☆ 

３ １に該当し、かつ、第５条の２第３項から第６項までに規定する 

表示基準のうちいずれか二つに適合 
３ ☆☆☆ 

４ １に該当し、かつ、第５条の２第３項から第６項までに規定する 

表示基準のうちいずれか三つに適合 
４ ☆☆☆☆ 

５ １に該当し、かつ、第５条の２第３項から第６項までに規定する 

表示基準の全てに適合 
５ ☆☆☆☆☆ 

 

 


